
処理場内令和4年度猪名川流域下水道原田処理場第1ポンプ場汚水ポンプ補修工事

担 当 部 (局) 課 (室)

契 約 業 者 名 履行期間
契約締結日 から

契約方法
随意契約２号該当

種別 機械器具設置工事
令和  5 年  2 月 28 日 まで 採用

契 約 金 額     25,597,000 契 約 業 者 兵庫県尼崎市浜１－１－１
電 送

令和  4 年  7 月 15 日  午後 1 時 00 分

(内消費税額)     2,327,000 所  在  地

予定価格(税込) 非公表 最低制限価格（税込） 設定なし 落 札 金 額     25,597,000
見 積 合 せ

令和  4 年  7 月 27 日  午前 11 時 00 分

予定価格(税抜) 非公表 最低制限価格（税抜） 設定なし 落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。 第１入札室

合 算 又 は 按 分 状 況 № 業 者 名 及 び 入 札 経 過 第１回 第２回 第３回 第４回 落札比率(円) (円) (円) (円)

工　　 事　　 概　　 要

備　　　　　　　　　 考

上下水道局 技術部 猪名川流域下水道事務所維持課

クボタ環境エンジニアリング（株）  

大阪支社

　汚水ポンプ補修　1式

5087-1 採用
1

クボタ環境エンジニアリング（株）      23,270,000

入札結果・契約情報 　　　　　　　　　　　件　　　　　名 場　　　　　所

原田



 

随 意 契 約 理 由 書 
 

件 名 
令和４年度猪名川流域下水道原田処理場 

第１ポンプ場汚水ポンプ補修工事 

契 約 の 相 手 方 クボタ環境エンジニアリング株式会社 大阪支社 

根 拠 法 令 地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号 

随 意 契 約 理 由 

本工事は、第１ポンプ場に設置されている№１及び№３汚水ポンプの補

修を行うものです。 

当該設備は、久保田鉄工株式会社の固有の技術に基づいて設計製作

し、施工納入されたものであり、本工事の施工部分と既設の設備等と密

接不可分な関係にあり、同一施工者以外のものに施工させた場合、既設

の設備の使用において、トラブルが生じた場合の責任の所在が不明確に

なるなど、著しい支障が生じる恐れがあるため。 

備 考 

久保田鉄工株式会社は、株式会社クボタに社名変更し、補修工事部

門については、クボタ環境エンジニアリング株式会社大阪支社に移管し

ており、特殊専門技術についても継承されています。 

 



） 場　　　　　所

豊中市　二葉町1丁目地内外庄本神崎川線歩道改良工事

担 当 部 (局) 課 (室)

都市基盤部 基盤整備課

契 約 業 者 名 （株）豊有 履行期間
契約締結日 から

契約方法
一般競争入札

種別 土木工事
令和  5 年  2 月 28 日 まで 落札

契 約 金 額     38,295,400 契 約 業 者 大阪府豊中市曽根東町３－９－２０ 電 送
令和  4 年  6 月 23 日  午後 1 時 00 分

(内消費税額)     3,481,400 所  在  地

入 札 期 間
令和  4 年  7 月 27 日  午前 9 時 00 分　から

予定価格(税込)     42,302,700 最低制限価格（税込）     38,292,100 落 札 金 額     38,295,400 令和  4 年  7 月 28 日  午後 5 時 00 分　まで
予定価格(税抜)     38,457,000 最低制限価格（税抜）     34,811,000 落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。 開 札 日 時 令和  4 年  7 月 29 日  午前 10 時 30 分

合 算 又 は 按 分 状 況 № 業 者 名 及 び 入 札 経 過 第１回 第２回 第３回 第４回 落札比率(円) (円) (円) (円)

工　　 事　　 概　　 要

備　　　　　　　　　 考
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） 場　　　　　所

豊中市東豊中町３丁目地内東豊中町第37号線（三ツ池）法面改修工事

担 当 部 (局) 課 (室)

都市基盤部 基盤保全課

契 約 業 者 名 （株）輝栄建設 履行期間
契約締結日 から

契約方法
一般競争入札

種別 土木工事
令和  5 年  2 月 28 日 まで くじによる落札

契 約 金 額     36,803,800 契 約 業 者 大阪府豊中市寺内２－１５－５ 電 送
令和  4 年  6 月 23 日  午後 1 時 00 分

(内消費税額)     3,345,800 所  在  地

入 札 期 間
令和  4 年  7 月 27 日  午前 9 時 00 分　から

予定価格(税込)     40,989,300 最低制限価格（税込）     36,803,800 落 札 金 額     36,803,800 令和  4 年  7 月 28 日  午後 5 時 00 分　まで
予定価格(税抜)     37,263,000 最低制限価格（税抜）     33,458,000 落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。 開 札 日 時 令和  4 年  7 月 29 日  午前 11 時 00 分

合 算 又 は 按 分 状 況 № 業 者 名 及 び 入 札 経 過 第１回 第２回 第３回 第４回 落札比率(円) (円) (円) (円)
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市柴原町4丁目14番1号市立豊中病院空調自動制御設備整備工事（３期工事）

担 当 部 (局) 課 (室)

契 約 業 者 名 日本電技（株）  大阪支店 履行期間
契約締結日 から

契約方法
随意契約２号該当

種別 電気工事
令和  5 年  2 月 28 日 まで 採用

契 約 金 額     62,700,000 契 約 業 者 大阪府大阪市北区中之島６－２－４０
電 送

令和  4 年  7 月 20 日  午後 2 時 00 分

(内消費税額)     5,700,000 所  在  地

予定価格(税込) 非公表 最低制限価格（税込） 設定なし 落 札 金 額     62,700,000
見 積 合 せ

令和  4 年  7 月 29 日  午後 1 時 00 分

予定価格(税抜) 非公表 最低制限価格（税抜） 設定なし 落札金額は、入札金額に消費税を加算したもの。 第１入札室

合 算 又 は 按 分 状 況 № 業 者 名 及 び 入 札 経 過 第１回 第２回 第３回 第４回 落札比率(円) (円) (円) (円)

工　　 事　　 概　　 要

備　　　　　　　　　 考

市立豊中病院 市立豊中病院事務局 病院総務課

1644-1 採用
1

日本電技（株）  大阪支店     57,000,000

入札結果・契約情報 　　　　　　　　　　　件　　　　　名 場　　　　　所

豊中



 

随 意 契 約 理 由 書 
 

件 名 市立豊中病院空調自動制御設備整備工事（３期工事） 

契 約 の 相 手 方 日本電技株式会社 大阪支店 

根 拠 法 令 地方公営企業法施行令第２１条の１４第１項第２号 

随 意 契 約 理 由 

本工事は、経年劣化している空調自動制御設備の整備を行うもので

す。 

当該設備は日本電技株式会社の固有の技術に基づいて設計製作し、

施工納入されたものであり、本工事の施工部分と既設の設備とは密接

不可分の関係にあり、同一施工者以外のものに施工させた場合、既設

設備の使用に際し、トラブルが生じた場合の責任の所在が不明確にな

るなど、著しい支障が生じる恐れがあるため。 

備 考  

 


